
 

 

 

  

 

 

平成 27 年 4 月 10 日号 

今年は、桜の花が一気に開花し 

あっという間に春爛漫になった気が致します。 

今回は、2月に参加したインドネシア視察旅行記をメインに、 

グローバル化した現代社会で、知っておいて損とならない 

  でも、弁護士でも時として盲点となりがちな 

国際私法の基礎をお届けします。 
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 イ ン ド ネ シ ア 視 察 旅 行 

１.  はじめに 

 平成 27 年（2015 年）2 月 12 日から

17 日まで、愛知県弁護士会の国際委員

会のメンバーで、インドネシア視察旅行

（都市としては、ジャカルタとジョグジ

ャカルタ）に行ってきました。 

２.  インドネシアについて 

(1)  インドネシアの面積は約 189 万平方キロ

メートルで（世界第 15 位、日本の約 5 倍

の広さ。なお、以降も含め、統計の数字は

外務省ＨＰによります。）、東西に長い世界

最大の島しょ国です。 

 また、その人口は、約 2.49 億人と、中国、

インド、アメリカに次ぐ世界第４位で、人

口ピラミッドはつり鐘型を描いています。 

 2013 年度の名目 GDP は、約 8700 億 US

ドルで、世界 16 位、東南アジアではトッ

プ。東南アジアで唯一の G20 のメンバーで

もあります。もっとも、上述の通り、2 億

人以上の人口を擁することから、一人当り

の GDP では、約 3500US ドルと、世界 116

位になっています。 

(2)  インドネシアでは、建国以来 7 人目とな

るジョコ・ウイドト大統領が、昨年（2014

年）10 月に就任しました。 

 ジョコ政権は、経済・社会政策を最優先

課題とし、海洋国家構想等を掲げ、その閣

僚は、実務能力に優れるとの評もあります。 

 本年 3 月、ジョコ大統領が来日し、安倍

首相と会談。「戦略的パートナーシップ」の

強化、「日インドネシア投資・輸出促進イニ

シャティブ」の立上げ等について、共同声

明が発せられたことは、記憶に新しいです。 

(1)  ジャカルタでは、まず、ジャカルタ中

央地方裁判所を訪問し、Gursrizal 所長

らと懇談しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  インドネシアの司法制度は、最高裁判

所の下、通常の裁判所（民事、刑事等。

ジャカルタ中央地方裁判所も通常の裁判

所です。）、行政裁判所、宗教裁判所（イ

スラム法による裁判）、軍事裁判所が、

他に、憲法裁判所が設置されています。 

  

３.  ジャカルタ中央地方裁判所 

(3)  インドネシア国民は、大半がマレー系

とされますが、民族の数は、ジャワ、ス

ンダ等約 300 あり（分類によっては、大

幅に増えたりもするようです。）、多民族

国家です。 

 全国民の 88.1％がイスラム教徒です

が、国教というわけではありません。よ

く知られている通り、バリ島にはヒンド

ゥー教徒が多く居住していますし（全国

民ではその 1.8％）、スラウエシ北部はキ

リスト教徒が多数を占めるといいます

（全国民ではその 9.3％）。 

 ちなみに、インドネシアは、特に家族

法の分野で宗教により適用される法が異

なる、国際私法でいう「人的不統一法国」

（「ワンポイント法務」で後述します。）です

（東地判平成 2.12.7 参照）。  

 

ジャカルタ中央地方裁判所の外観 

 
所長らとの懇談 

＜トピックス＞ 
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なお、宗教裁判所（イスラム法による

裁判）所管でない家事事件は、通常の裁

判所の民事事件として処理されます。 

(3)  ジャカルタ中央地方裁判所で一年間に

処理する事件数は、民事事件約 300 件、

刑事事件約 3000 件、特別商事事件（知

財、倒産等）約 200 件、特別汚職事件約

150 件、労働事件約 250 件であり、人権

事件については、未だあまり係属してい

ないとこと。民事事件の平均処理期間は、

５カ月以内。日本を参考に、和解や調停

制度も導入されているそうです。 

 日本関連の事件としては、商標権侵害

事件等があるとのことでした。 

 

ジャカルタ地方裁判所の刑事法廷。裁判官（3 名）に
向かって、左に検事、右に被告人と弁護人が座る。 

(4)  ジャカルタ中央地方裁判所に所属する

裁判官は、35 名。 

 裁判官になるには、法学部を卒業した

後、最高裁判所が行う裁判官試験に合格

し（合格率は、約 5％）、研修所等での研

修を２年間受け、研修所の試験と倫理試

験に合格する必要があります。 

 また、通常裁判所、宗教裁判所、軍事

裁判所、行政裁判所の裁判官は、当初よ

り、それぞれ採用されているようです。 

 

 

 

 

 

４.  インドネシア統一弁護士会 

(1)  次に、イ ンドネ シア 統一弁 護士 会

（ Indonesian Adbocates Association, 

Perhimpunan Adbokat Indonesia, 

“PERADI”）を訪問しました。 

(2)  PERADI には、インドネシアの約 8 割

の弁護士が所属しています。2003 年の弁

護士法の成立を機に、8 つの弁護士会が

統一され、PERADI が誕生したものの、

現 在 は 、 PERADI の 他 に 、 Kongres 

Adovokat Indonesia (KAI)という弁護士

会も存するようです。 

(3)  弁護士になるには、法学部を卒業し、

弁護士会が行う研修を受けた後、弁護士

会が実施する弁護士試験（合格率約 3 割）

に合格し、法律事務所で 2 年間インター

ンとして働く必要があります。 

 現在の会員数は、約 35,000 人です。 

   

PERADI での懇談   窓からの眺め 

５.  ジャカルタジャパンクラブ 

(1)  次に、ジャカルタジャパンクラブ（The 

Jakarta Japan Club, “JJC”）を訪問しまし

た。  

 JJC は、その法人部会に、日本人商工会議

所としての機能が、個人部会には日本人会

としての機能が、それぞれあります。 

(2) 日本から製品輸入が多かったため、JJC の

法人会員も、製造業が約 65％を占めていま

すが、最近は、金融・保険業の進出が目立

つといいます。 

 憲法裁判所 
最高裁判所 

宗教裁判所 

軍事裁判所 高等宗教裁判所 

行政裁判所 

高等行政裁判所 

地方裁判所 

高等裁判所 

（法務省HP掲載の IDC NEWS49号 P.124より） 
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７.  むすび 

(1)  ジャカルタから飛行機でジョグジャカル

タ に 移 動 し 、 ガ ジ ャ マ ダ 大 学 法 学 部

（ Universitas Gadjah Mada, Fakultas 

Hukum）及び名古屋大学インドネシア・日

本法律研究センターを訪問しました。 

    
ガジャマダ大学入口 

(2)  同大学では、同大学内にある名古屋大学日

本法センターに勤務する新地特別講師にご

案内いただき、Andi Sandi 副学長らと懇談

しました。また、視察参加弁護士による英語

での Public Lecture が行われ、同大学生は

熱心に聴講、活発な質疑がありました。 

    
   Public Lecture   名古屋大学日本法センター 

６.  ガジャマダ大学＆日本法センター 
(3)  JJC では、運営委員（日本の名だたる会

員企業の方々）と懇談する場を設けていた

だき、日本の進出企業がインドネシアで現

在直面している法的課題等について、生の

声をうかがえる大変貴重な機会となりま

した。 

 昨年、初の庶民派リーダーといわれるジ

ョコ大統領政権が発足し、政策方針が変わ

り（同氏は、
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 国際私法の基礎～準拠法選択の基本的枠組～ 

 

弁護士 

 

法学部生 

妻子を連れて日本に留学している工学部の友人から、「離婚を考えてい

るんだけど、日本の裁判所では日本法しか適用されないよね。」と聞か

れたので、「そう思うけど…」と答えちゃったのですが…。 

 

弁護士 

 

法学部生 

留学生のお友達、大変ですね。 

ところで、まだ大学で国際私法を勉強されていないようですが、日本の

裁判所で裁判を受ける場合に、外国法が適用されることもありますよ。 

そうなんですか！ 

どの条約をみればいいんでしょう？ 

実は、国際私法は、一般的に、各国の国内法という形で存在しています。 

日本では、「法の適用に関する通則法」という名前の法律です。 

国際私法という学問をご存知でしょうか。 

「ああ、条約とか領海とか勉強するんでしょう…」って、それは、「国際法」です！ 

国際法（国際公法）と名前が似ているので、国際私法は国際法の一分野だろうと思われ

る方がおられるかもしれませんが、基本的に別の学問です。では、どんなものなのか…。 

ざっくりいうと、国際私法は、国際的要素を含む私的法律関係に、いかなる国の法律を

適用するかを決定する（これを一般に「準拠法の選択」といいます。）ためのものなの

です…。 

 

＜ワンポイント法務＞ 

 

法学部生 

でも、「法の適用に関する通則法」で適用する外国法が決まっても、 

日本に全く文献がなくて、裁判官が外国法の内容をわからない場合 

どうするんですか？ 

 

弁護士 

「裁判官は法を知る」という格言があって、外国法を調査しなければな

らないし、わからないからといって、裁判を放棄できないんですよ。 

下級審の裁判例には、たとえわからない場合でも、「条理にかなった規範

を適用するべきである」としたものがありますね。 
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１．国際私法とは 

例えば、日本国籍の妻とインドネシア国籍の夫との婚姻が破綻した場合、 

  ・離婚できるか、 

  ・できるとして、協議離婚は可能か、それとも裁判が必要か 

等の問題は、日本法により判断されるのでしょうか、それとも、当該インドネシア

国籍の夫に適用されるインドネシアの法律により判断されるのでしょうか。 

 もし、日本法とインドネシアの法律とで内容が異なると（法の衝突）、どの法律が

適用されるのかは、極めて重要です。 

 このように、国際的要素を含む私的法律関係について、その法律関係にいかなる

国（法域）の法律が適用されるかを決定するのが、国際私法（Private International 

Law）です。抵触法（Conflict of Laws）と呼ばれることもあります。 

 当該法律関係に適用される法律を準拠法といいますが、国際私法の役目は、準拠

法を選択するまでです。つまり、国際私法は、当該法律関係に適用されるべき具体

的な法規範（離婚できるか否か等）を含んでいません。 

 また、伝統的な国際私法の考え方では、選択する法律の内容や結果を、原則とし

て、勘案しません（なので、“暗闇への跳躍”と揶揄されることがあります。）。各国

の法律の内容を比較検討することなく、当該法律関係に最も密接に関係する法律を

選択するというのが、国際私法的正義なのです。地球上には多くの国（法域）があ

りますが、そこではそれぞれに異なる価値観にしたがって法律がつくられており、

その法律は価値的に平等である…ということを前提としているからです。 

２．国際私法は、原則として、国内法 

国際私法は、原則として、各主権国家の上位に位置する統一的な法規範としてで

はなく、各国の国内法という形で存在しています。 

 日本の国際私法としては、従来、明治 31 年（1898 年）に制定された「法例」が

ありましたが、平成 18 年（2006 年）に「法の適用に関する通則法」（以下、「通則

法」といいます。）が制定され、翌平成 19 年 1 月 1 日より施行されています。 

 ところで、国際私法が各国の国内法だとすると、どの国で裁判が行われるかによ

って、準拠法が異なるという事態が生じ得ます。 

 勿論、国際私法の統一等によって、法廷地がどこの国であっても、準拠法が同じ

になるようにした方が、法的安定性に資するといえるでしょう。ハーグ国際私法会

議（＊）においては、国際私法の国際的な統一について、努力が続けられています 

＊ 1893 年以来、オランダのハーグに本拠を置いて、国際私法の世界的な統一のための

条約の作成作業を続けている国際機関。 

最近話題のハーグ条約（「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」）も、ハ

ーグ国際私法会議で採択された条約の一つです。 

国際私法や準拠法選択に係る基礎的なお話 
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３．準拠法選択の基本的枠組 

我が国の国際私法が通則法であるとして、準拠法選択は、どのように行われるので

しょうか。準拠法の選択は、基本的に、以下のような枠組みでなされます。 

 

 

 

 

 

①法律関係の性質決定 

通則法は、例えば、「相続」「離婚」というように、私的法律関係をいくつかの類型（単位

法律関係）に分け、その類型ごとに準拠法の決定方法を定めています。そこで、まず、問題

となる法律関係がいずれの類型にあたるのかを決める（性質決定）必要があります。  

②連結点の確定 

 通則法は、単位法律関係の構成要素のうち、当該法律関係に最も密接に関係する法律を媒

介すると思量される構成要素（連結点）を参照して準拠法を決定しており、この連結点を具

体的に確定する必要があります。 

 例えば、相続と性質決定されたのであれば、通則法 36 条により、「被相続人の本国法」、

すなわち、被相続人の国籍が連結点となります。仮に、被相続人が重国籍だったりすると、

通則法 31 条 1 項により、その本国法を確定しなければなりません。 

 

 

 

③ 準拠法の特定 

①法律関係の性質決定と②連結点の確定により、一応、準拠法は選択され得ます。 

 もっとも、例えば、「被相続人の国籍」として、インドネシアが選択された場合、インド

ネシアは宗教により適用される法律が異なる人的不統一法国なので、更に、通則法 40 条に

より、インドネシアの複数の法律のうちいずれが適用されるかを、特定する必要があります。 

 また、ここでは紙幅の都合から詳しい説明を省略しますが、例えば、本国法として外国法

が適用されても、当該外国の国際私法を勘案し、結局、日本法を選択する…という反致（通

則法 41 条）が成立することもあります。 

④準拠法の適用段階で問題となること 

①から③で準拠法が選択されたものの、その適用段階で問題となることもあります。 

 「１」で、伝統的な国際私法の考え方では、準拠法を選択する際、法律の内容や結果を、

原則として、勘案しないと書きました。その通りなのですが、選択された準拠法が外国法で、

その適用結果が公序良俗に反する場合、通則法 42 条は、これを適用しない旨、規定してい

ます。外国法を適用した場合の不都合が、多少ならともかく、日本の法秩序が害されるよう

な極端な場合には、当該外国法の適用を排除せざるを得ないからです。 

④

準

拠

法

の

適

用 

③

準

拠

法

の

特

定 

②

連

結 

点

の

確

定 

①
法
律
関
係
の
性
質
決
定 

第 36 条 相続は、被相続人の本国法による。 

法の適用に関する通則法 

連結点 単位法律関係 
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４．契約の準拠法 

通則法は、法律行為（契約等）の準拠法について、7 条から 12 条に規定しています。 

 実体法上、私的自治の原則が妥当すること等から、国際私法上も、当事者自治の原則

が認められています。すなわち、法律行為の準拠法については、原則として、当事者に

よる選択、および、当事者による事後的な変更が認められています（通則法 7～9 条）。 

 このように、わが国の通則法をはじめ、各国の国際私法では、準拠法を自由に選択で

きる当事者自治の原則をとられている場合が多いので、渉外的な契約を締結するにあた

っては、準拠法を取り決め（しばしばこれが重要な交渉事の一つとなります。）、その結

果を契約書の中に一条もうけて記載しておく（準拠法条項。例えば、”This agreement 

shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan”） ことが

一般的といえるでしょう。ただし、準拠法の選択の有効性は、法廷地等、紛争解決手続

の行われる可能性のある地の法に従って確かめなければなりません。例えば、中国国内

で履行される中外合弁企業契約等は、中国法を準拠法とすることが義務付けられていま

す（このように、法律に特別の規定がある場合を除いては、中国の国際私法においても、

当事者自治の原則がとられています。『中国契約マニュアル』232 頁）。 

 なお、通則法では、弱者保護が要請される契約類型、すなわち、消費者契約と労働契

約について、特則が設けられている（通則法 11 条、12 条）ので、ご注意ください。 

５．外国法が不明な場合 

準拠法として選択された外国法が不明な場合は、どうなるのでしょうか。 

 これは、国際私法ではなく、国際民事訴訟法の問題ともされています（他に、国際民

事訴訟法上の重要な問題として、国際裁判管轄がありますが、今回はとりあげません。）。 

 この点、「裁判官は法を知る」という格言があります。裁判官が外国法の内容を知る

ためどの程度の努力すべきかについては、「当事者の資料提出を促し…裁判所としても

鑑定人の指定（…）、外国の官庁等への調査・鑑定の嘱託（…）等の調査方法を活用す

べきである。もっとも、あらゆる可能な方法を尽くすべきであるとはいえず、時間や費

用との現実的なバランスを考慮して具体的な事件においていかなる方法をとるべきか

は裁判官に委ねられるべきである」との見解があります（法教 221・95）。 

 （このような努力をしても）外国法が不明な場合、以下のような条理説をとった裁判

例や、「法廷地法たる日本法を適用すべき」とする（内国法適用説）裁判例（京都地判

昭 62.9.30）等があります。 

 

 

６． 以上、国際私法とはそもそもどのような学問か、準拠法はどのように選択されるのか、

外国法が不明な場合はどうなるのか等、国際私法の基本中の「き」をまとめてみました

（あえて省いている部分も多いことを、ご留意ください）。本稿が、一般的には馴染が

ないと思われる国際私法に興味を持っていただく端緒となれば幸いです。 

長野家審昭和 57 年 3 月 12 日  

「 準拠法として指定された外国法が不明の場合には、法令の準拠法指定の趣旨に則り、準拠法国

の法秩序を考慮し、また民族的習俗をも参考にし、具体的妥当性を持ち、条理にかなつた規範を

適用するべきである。」 


